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１【提出理由】

当社は、2025年８月29日開催の取締役会において、住友林業株式会社との間で、同日付で資本業務提携契約（以

下、「本契約」といいます。）の締結について決議しておりますが、本契約には、企業内容等の開示に関する内閣

府令第19条第２項第12号の２に規定する合意が含まれておりますので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業

内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものでありま

す。

 

２【報告内容】

(1) 当該契約を締結した年月日

2025年８月29日

 
(2) 当該契約の相手方の名称及び住所

名称：住友林業株式会社

本店の所在地：東京都千代田区大手町一丁目3番2号

 
(3) 当該合意の内容

①住友林業株式会社が当社の常勤取締役候補者１名及び非常勤監査役候補者１名を指名する権利を有する旨

②住友林業株式会社が保有する当社の議決権の希薄化が生じる可能性のある行為を行う場合、住友林業株式会社

の事前の承諾を要する旨

③当社が住友林業株式会社と競業する第三者との資本提携又は業務提携に係る契約の締結、重要な変更、解除又

は終了する場合、住友林業株式会社の事前の承諾を要する旨

 
(4) 当該合意の目的

当社及び住友林業株式会社の協業によるサプライチェーンの強化と機能補完によるシナジーを実現するととも

に、木材建材流通業界全体の機能再編やエコシステム変革等を目指すことを目的としております。

 
(5) 取締役会における検討状況その他の当該提出会社における当該合意に係る意思決定に至る過程

2025年８月26日及び29日開催の当社取締役会において、当該合意を含む本契約について検討を行い、取締役全員

（特別の利害関係を有する可能性が否定できない取締役１名を除く）で合議の上、決定しております。

 
(6) 当該合意が当該提出会社の企業統治に及ぼす影響

本契約は、当社と住友林業株式会社との協力関係を構築し、当社グループの企業価値の向上を追求するものであ

り、当該合意が当社の企業統治に及ぼす影響は軽微であり、当社の経営の独立性は確保されております。

以　上
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